
支援一覧（R７年４月１日現在） 

令和６年能登半島地震の被災地から枚方市に避難された方につきまして、本市では以下の各支援を実施します。 

各支援の詳細については各担当課にご確認ください。 

支援項目 具体的な支援内容 
本市への住民票 

異動の要否 
支援期間 必要書類等 担当課名・電話・FAX 

総合案内 
避難を検討されている方を含めて総合案内が受けられま

す。 
不要 受付日から当面の間 

・能登半島地震により避難してきた又は避難を

検討している旨の申し出 

危機管理政策課 

TEL:072-841-1147 

FAX:072-841-3092 

相談受付 
生活相談・法律相談(弁護士、司法書士)支援が受け

られます。 
不要 相談受付日から当面の間 ・本市に居住していること 

広聴相談課 

TEL:072-841-1559 

専用:072-861-2006 

FAX:072-846-8861 

後期高齢者医

療一部負担金

の免除 

後期高齢者医療制度の被保険者について、一定の要

件に該当する場合に、医療機関の一部負担金が免除さ

れる場合があります。 

必要 
申請のあった日の属する月の

翌月初日から６か月。 

・罹災証明書（全壊・全焼・大規模半壊・半

壊・半焼・火災による水損又は床上浸水） 

※罹災状況申立書可 

・市町村民税の減免を証明できるもの、世帯の

収入・預貯金が生活保護基準額以下であること

がわかるもの（預貯金通帳など） 

保険年金課 

TEL:072-841-1403 

FAX:072-841-3716 

後期高齢者医

療保険料の減

免 

後期高齢者医療制度の被保険者について、一定の要

件に該当する場合に、後期高齢者医療保険料の所得

割及び均等割が減免される場合があります。 

必要 

賦課対象となる月のうち、申

請日の属する月からその年度

末まで 

・罹災証明書（全壊・全焼・大規模半壊・半

壊・半焼・火災による水損又は床上浸水） 

保険年金課 

TEL:072-841-1403 

FAX:072-841-3716 

国民健康保険

料の減免 

本市内に住民票を移された国民健康保険被保険者

が、住宅（家屋）について著しい損害を受け、一定の

要件に該当する場合に、国民健康保険料が減免される

場合があります。 

必要 
申請された日の属する年度

末まで 

・罹災証明書（全壊・全焼・大規模半壊・半

壊・半焼・火災による水損又は床上浸水） 

保険年金課 

TEL:072-841-1403 

FAX:072-841-3716 



支援項目 具体的な支援内容 
本市への住民票 

異動の要否 
支援期間 必要書類等 担当課名・電話・FAX 

国民健康保険

の一部負担金

（窓口負担

金）の減免 

本市内に住民票を移された国民健康保険被保険者

が、住宅（家屋）について著しい損害を受け、一定の

要件に該当する場合に、国民健康保険の一部負担金

（窓口負担金）が減免される場合があります。 

必要 

申請があった日の属する月か

ら起算して３月以内（１回

に限り延長可能） 

・罹災証明書（全壊・全焼・大規模半壊・半

壊・半焼・火災による水損又は床上浸水） 

保険年金課 

TEL:072-841-1403 

FAX:072-841-3716 

証明書発行手

数料等の免除 

住民票の写しなどの住民基本台帳法に関係する証明

書、戸籍法に関係する証明書、租税に関する証明書な

どを証明発行コーナー、支所等の窓口で、発行した場合

に、手数料が免除されます。※コンビニ交付は対象外 

必要 当面の間 

・罹災証明書（全壊・全焼・大規模半壊・半

壊・一部損壊・半焼・火災による水損又は床上

浸水） 

市民課  

072-841-1306 

072-841-3039 

固定資産税及

び都市計画税

の軽減措置 

能登半島地震により滅失・損壊した家屋又は償却資産

の所有者等が、当該家屋又は償却資産に代わる家屋

又は償却資産を取得等した場合に、課税標準につい

て、資産の取得から４年間、２分の１とする特例措置

が適用される場合があります。 

不要 資産の取得から４年間 

・罹災証明書（滅失・損壊） 

・被災年度において家屋又は償却資産の所有

者等であることがわかる書類 

・代替家屋又は償却資産の取得に関する書類 

資産税課 

TEL:072-841-1361 

FAX:072-841-3039 

旅券手数料の

免除 

令和６年能登半島地震に係る災害救助法もしくは被

災者生活再建支援法の適用地域から本市に避難され

た方で、一定の要件に該当する場合に、旅券手数料が

免除（国手数料・大阪府手数料ともに一律免除）さ

れる場合があります。                                                 

不要 １年 
・罹災証明書（全壊・半壊・床上浸水） 

・災害発生時の居住地を証明する書類 

市民生活政策課 

パスポートセンター                                                                       

TEL:072-807-8777                                                                   

FAX:072-807-8778 

国民年金保険

料の免除・納

付猶予申請 

国民年金被保険者のうち被保険者自身、世帯主、配

偶者又は被保険者、世帯主もしくは配偶者の属する世

帯の他の世帯員が被災し、一定の要件に該当する場合

に、国民年金保険料が免除される場合があります。 

枚方に住民票がある方 

枚方市役所で受付 

 

他市に住民票がある方 

年金事務所で受付 

令和５年１１月から 

令和８年６月迄 
・罹災証明不要 

保険年金課 

TEL:072-841-1407 

FAX:072-841-3716 

介護保険料の

減免 

本市内に住民票を移された介護保険被保険者が、住

宅（家屋）について著しい損害を受け、一定の要件に

該当する場合に、介護保険料が減免される場合があり

ます。 

必要 

申請日以降に納期が到来す

る保険料のうち、10納期の

保険料 

・罹災証明書（全壊・全焼・大規模半壊・半

壊・半焼・火災による水損又は床上浸水） 

保険年金課 

TEL:072-841-1403 

FAX:072-841-3716 



支援項目 具体的な支援内容 
本市への住民票 

異動の要否 
支援期間 必要書類等 担当課名・電話・FAX 

定期予防接種 
定期予防接種の対象となる方で、希望の申し出により、

本市での定期予防接種が可能となる場合があります。 
不要 当面の間 ・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

保健予防課 

TEL:072-841-1429 

FAX:072-845-0685 

妊産婦・乳幼

児健康診査等

の各種母子保

健サービス 

令和６年能登半島地震に係る災害救助法適用地域

から避難された方で、妊産婦や新生児・乳幼児の方は、

妊産婦・乳幼児健康診査等の各種母子保健サービス

が受けられます。妊産婦健康診査受診券がない場合

は、申し出により妊産婦健康診査等の受診券を交付し

ます。また、乳幼児健康診査についても、保護者の申し

出により集団健診を実施します。そのほか、保健師・助

産師による訪問などについてもご相談ください。 

不要 当面の間 
・能登半島地震に係る災害救助法適用地域よ 

り避難してきた旨の申し出 

まるっとこどもセンター 

TEL:072-840-7221 

FAX:072-846-7952 

障害福祉サー

ビスの利用 

障害福祉サービスを必要とする場合に、補装具費支給

制度及び日常生活用具給付制度の利用が可能となる

場合があります。 

不要 当面の間 ・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

障害企画課 

TEL:072-841-1152 

FAX:072-841-5123 

障害福祉サー

ビスの利用及び

利用料の減免

等 

障害福祉サービスを必要とし、一定の要件に該当する場

合に、居宅介護（ホームヘルプサービス）や就労継続

支援、自立支援医療などの各種障害福祉サービスや利

用料の減免等が受けられる場合があります。 

不要 当面の間 ・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

障害支援課 

TEL:072-841-1457 

FAX:072-841-5123 

被災者の生活

保護 

地震により本来の居住地を一時的に離れて遠方に避難

している場合、本来の居住地に帰来できない等被災者

の特別な事情に配慮し、その程度に応じて国が定めた最

低限度の生活を保障するとともに、生活・健康の維持向

上や自立に向けて支援を行います。 

不要 当面の間 

・生活保護法による申請時に必要な書類はあり

ませんが、法による支援が必要かどうかを判断す

るための資料提出を求める場合があります 

生活福祉課  

TEL:072-841-

1452,1454  

FAX:072-841-4123 



支援項目 具体的な支援内容 
本市への住民票 

異動の要否 
支援期間 必要書類等 担当課名・電話・FAX 

保育施設の一

時利用 

令和６年能登半島地震に係る災害救助法適用市町

村から避難された方で、就学前の児童がおり、その他一

定の要件に該当する場合に、被災時の保育所等に在

籍したまま、保育料を負担することなく、一時的に本市の

保育所等を利用できる場合があります。 

不要 当面の間 

・罹災証明書（全壊・半壊・一部損壊） 

・在籍する保育所等が被災により利用できなくな

っていることが分かる書類 

保育幼稚園入園課 

TEL:072-841-1472 

FAX:072-841-1278 

子どもの心のケ

アを含めた相談 

子ども（18歳未満）の心のケアも含めた様々なご相談

を、臨床心理士が電話または来所（要予約）にてお受

けします。お子様自身からの相談も可能です。 

不要 当面の間 ・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

まるっとこどもセンター 

TEL: 072-841-1124 

FAX:072-846-7952 

市立火葬場の

施設の使用料

の免除 

枚方市立火葬施設使用料、待合室及び霊安室使用

料について免除される場合があります。 
必要 当面の間 ・罹災証明書（全壊・半壊・一部損壊） 

環境政策課 

TEL:050-7102-6003 

FAX:072‐849‐1206 

一般廃棄物処

理手数料の一

部免除（し尿

処理手数料） 

本市内の汲み取り式トイレを有する家屋に避難している

場合に、し尿の収集、運搬及び処理に係る普通手数

料、大口手数料及び月 1回までの臨時手数料が免除

される場合があります。 

不要 当面の間 ・罹災証明書（全壊・半壊・一部損壊） 

希釈放流センター 

TEL:072-831-1180 

FAX:072-831-1184 

一般廃棄物処

理手数料の減

免（ごみ処理

手数料）  

ごみ等にかかる処理手数料が免除される場合がありま

す。 
不要 当面の間 ・罹災証明書（全壊・半壊・一部損壊） 

循環型社会推進課 

TEL:072-807-6211 

FAX:072-849-6645 

リユース品の提

供 

粗大ごみ等で排出された再使用可能な「リユース品」

（小型家具類・収納用品・生活雑貨・食器類等）を

無償で提供します。（廃棄される場合は家庭ごみ排出

ルールに沿って分別等をお願いします。） 

不要 当面の間 ・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

循環型社会推進課 

TEL:072-807-6211 

FAX:072-849-6645 



支援項目 具体的な支援内容 
本市への住民票 

異動の要否 
支援期間 必要書類等 担当課名・電話・FAX 

学校給食費の

支援 

本市の小中学校に通学する被災者が喫食する学校給

食費（小学校給食 3800円/月・中学校給食 330

円/食）の支援が受けられます。 

不要 
枚方に居住し小学校、中学

校に通学している期間 
・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

おいしい給食課 

TEL:050-7105-8030 

FAX:072-851-1744 

図書館利用者

登録 

保険証や免許書等住所確認ができない場合ついても図

書貸出カードの発行を受けられます。 
不要 申請時から当面の間 

・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

・図書館より郵送する「利用者証」での居住確認 

中央図書館 

TEL:050-7105-8141 

FAX:072‐851-0962 

就学援助費の

支給 

本市の小中学校に通学している児童又は生徒がおられ

る場合に、学用品費等の学校でかかる必要な費用の援

助が受けられます。 

不要 
枚方に居住し小学校、中学

校に通学している期間 

・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

・就学援助費受給申請書 

学校支援課 

TEL:050-7105-8044 

FAX:072-851-2187 

留守家庭児童

会室保育料の

減免 

本市内に避難し、留守家庭児童会室に入室している児

童について、留守家庭児童会室保育料の減免が受けら

れる場合があります。 

不要 当面の間 
・能登半島地震により避難してきた旨の申し出 

・留守家庭児童会室保育料減免申請書 

放課後子ども課  

TEL:050-7105-8200 

FAX:072-867-8131 

 


